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者
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独
自
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【
寡
婦
年
金
】　

　

第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険
料

を
納
め
た
期
間
と
保
険
料
を
免
除
さ

れ
た
期
間
を
合
算
し
て
10
年
以
上
あ

る
夫
が
、
障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
老

齢
基
礎
年
金
の
い
ず
れ
の
年
金
も
受

け
ず
に
亡
く
な
っ
た
場
合
、
婚
姻
期

間
（
内
縁
関
係
を
含
む
）
が
10
年
以

上
あ
る
妻
が
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る

ま
で
の
間
、
夫
が
受
け
ら
れ
る
は
ず

で
あ
っ
た
老
齢
基
礎
年
金
額
の
４
分

の
３
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
死
亡
一
時
金
】　

　

第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険
料

を
３
年
以
上
（
全
額
納
付
し
た
月
は

１
ヵ
月
、
４
分
の
１
免
除
は
４
分
の

３
ヵ
月
、
半
額
免
除
は
２
分
の
１
ヵ

月
、
４
分
の
３
免
除
は
４
分
の
１
ヵ

月
で
計
算
さ
れ
ま
す
。）
納
め
た
人

が
、
障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
老
齢
基

礎
年
金
の
い
ず
れ
の
年
金
も
受
け
ず

に
亡
く
な
っ
た
場
合
、
生
計
を
同
じ

く
し
て
い
た
遺
族
（
配
偶
者
・
子
な

ど
）
に
死
亡
一
時
金
が
支
給
さ
れ
ま

す
。

※
そ
の
遺
族
が
遺
族
基
礎
年
金
を
受

け
ら
れ
る
と
き
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
。

●
死
亡
一
時
金
を
受
け
る
権
利
の
時

効
は
、
死
亡
日
の
翌
日
か
ら
２
年
で

す
。

●
死
亡
一
時
金
と
寡
婦
年
金
の
両
方

を
受
け
ら
れ
る
と
き
は
、
支
給
を
受

け
る
人
の
選
択
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら

か
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

問
合
先　

国
保
年
金
課

保
険
料
の
納
付
は

お
済
み
で
す
か
？

　

今
月
は
、
国
民
健
康
保
険
料
の
最

終
納
期
限
（
第
10
期
）
で
す
。
保
険

料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

保
険
証
の
有
効
期
限
が
短
く
な
る
ほ

か
、
資
格
証
明
書
の
交
付
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
納
期
限
ま
で
に
納
め
た
人

と
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
、
滞
納
し

て
い
る
人
の
財
産
（
不
動
産
・
預
貯

金
・
給
料
な
ど
）
を
調
査
し
、
差
し

押
さ
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
保
険

料
は
納
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ

い
。
納
付
が
困
難
な
事
情
が
あ
る
場

合
は
、
納
付
猶
予
や
分
割
納
付
の
相

談
も
で
き
ま
す
の
で
、
電
話
に
て
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

「
老
人
医
療 

医
療
証
」

（
黄
色
）
を
お
持
ち
の
人
へ

　

老
人
医
療
費
助
成
制
度
（
経
過
措

置
）
は
３
月
31
日
を
も
っ
て
終
了
と

な
り
ま
す
。
４
月
１
日
以
降
に
、
医

療
機
関
な
ど
で
受
診
の
際
は
、
保
険

証
の
負
担
割
合
な
ど
に
よ
る
自
己
負

担
額
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

【「
老
人
医
療 

医
療
証
」
に
か
か
る

還
付
申
請
】

　

３
月
31
日
ま
で
の
受
診
分
の
う

ち
、
大
阪
府
外
で
の
受
診
分
や
治
療

用
装
具
な
ど
、
老
人
医
療
の
一
部
自

己
負
担
金
の
上
限
を
超
え
て
支
払
っ

た
場
合
は
、
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り

払
い
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。未
申
請
の
領
収
書
が
あ
る
人
で
、

還
付
を
希
望
す
る
人
は
、
す
み
や
か

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

●
領
収
書

●
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
ま

た
は
健
康
保
険
証

●
印
鑑

●
本
人
名
義
の
振
込
先
の
通
帳

問
合
先　

国
保
年
金
課

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

イベントなどへの参加の際は手洗いやマスク着用などにご協力をお願いします

広　

告

広　

告

～申請期間は3月31日㈬まで～
新型コロナウイルス感染症の

影響により収入が減少した人へ
　主たる生計維持者（世帯主）の令和２年
中の事業収入・給与収入・不動産収入・山
林収入のいずれかが、令和元年中に比べて
10分の３以上減少している場合は、申請
により国民健康保険料や後期高齢者医療保
険料の減免を受けられることがあります。
　申請には収入を証明する書類（源泉徴収票
や確定申告の写しなど）が必要となります。
申請期日　３月31日㈬まで（必着）
※詳しくは市ホームページをご覧いただく
か、問い合わせてください。
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